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70 地震データベース検索
国土交通省
気象庁

写し 地震

現実の巨大地震に
は繰り返しの地震
動があるというこ
と。

熊本地震においては，４月１４日から１６日の３日間に，震
度７～震度６の激震・烈震だけでも計７回に渡って繰り返
し襲来したということ。

71
【熊本地震】地震の連鎖、
改めて住宅の耐震化の大
事さを知る

福和伸夫
名古屋大学減災
連携研究セン
ター、センター
長・教授

平成28年4月25日 写し 地震

繰り返しの激しい地
震動によって建物
の耐久性は失われ
るということ。

熊本地震において，繰り返しの激しい地震動によって，最
初の強い地震には耐えた建物も，２回目以降の強い地震
によって建物が倒壊していったこと。
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